
別 表 第 二 止 め 輪 の 項 を 、 次 の よ う に 改 め る 。

止 め 輪 Ｂ 二 八 〇 四 一 包 装 ご と 外 面 又

は 外 部

印 刷 し 、 若 し

く は 押 印 し 、

又 は 証 紙 若 し

く は 荷 札 を 付

け る 。

直 径 一 〇 ミ リ メ ー ト ル 以

上 の Ｊ Ｉ Ｓ マ ー ク

日 本 工 業 規 格 番 号

日 本 工 業 規 格 に よ る 種 類

（ 又 は 記 号 ）

認 定 番 号

製 造 年 月 （ 又 は 略 号 ）

製 造 業 者 名 （ 又 は 略 号 ）

昭
和
37
年
５
月
16
日

登 録
番 号 登 録 年 月 日

登 録 を 受 け た 者 の 氏 名 又 は 名

称 及 び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ

て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名

登 録 を 受 け た 者 が

調 査 業 務 を 行 う 区

分 の 名 称

登 録 を 受 け た 者 が 調

査 業 務 を 行 う 事 業 所

の 名 称 及 び 所 在 地

第 二 号 平 成 十 七 年

三 月 十 一 日

テ ク ノ サ ー チ 株 式 会 社

名 古 屋 市 中 区 栄 二 丁 目 10 番 19

号
代 表 取 締 役 社 長 柳 田 博 明

十 一 先 行 技 術 調

査 （ 動 力 機 械 ）

十 二 先 行 技 術 調

査 （ 運 輸 ）

十 三 先 行 技 術 調

査 （ 一 般 機 械 ）

テ ク ノ サ ー チ 株 式 会

社
名 古 屋 市 中 区 栄 二 丁

目 10 番 19 号

第 三 号 平 成 十 七 年

三 月 十 一 日

社 団 法 人 化 学 情 報 協 会

東 京 都 文 京 区 本 駒 込 六 丁 目 25

番 ４ 号 中 居 ビ ル

会 長 千 原 秀 昭

三 十 先 行 技 術 調

査 （ 有 機 化 合 物 ）
社 団 法 人 化 学 情 報 協

会 特 許 調 査 部

東 京 都 豊 島 区 駒 込 三

丁 目 ３ 番 17 号
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しかしながら、現道は、道路構造令（昭
和45年政令第320号。以下「構造令」とい
う。）に定める最小曲線半径を満足しない箇
所が16箇所あり、縦断勾配が５％を超える
区間が延長約1•0›連続している上、通行
規制区間が延長約1•8›にわたって指定さ
れた２車線の道路であり、幹線道路として
の機能が低下している。また、足助市街地
において現道は児童の通学路となっている
が、道路幅員が狭小で歩道の整備も十分で
ないにもかかわらず、上記のとおり危険物
積載車両等が流入していることから、安全
かつ円滑な交通が阻害されている。

〇 経 済 産 業 省 告 示 第 六 十 七 号

工 業 標 準 化 法 に 基 づ く 表 示 認 定 等 に 関 す る 省 令 （ 平 成 十 二 年 厚 生 省 、 農 林 水 産 省 、

通 商 産 業 省 、 運 輸 省 令 第 二 号 ）

第 一 条 、 第 三 条 及 び 第 四 条 （ 同 令 第 二 十 一 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。 ） の 規 定 に 基 づ き 、 昭 和 三

十 六 年 通 商 産 業 省 告 示 第 六 十 一 号 （ 工 業 標 準 化 法 に 基 づ く 表 示 認 定 等 に 関 す る 省 令 に 基 づ く 指 定 商 品

の 公 表 並 び に こ れ ら に 係 る 日 本 工 業 規 格 に 該 当 す る 旨 の 表 示 認 定 申 請 書 及 び 表 示 の 様 式 等 を 指 定 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 十 七 年 三 月 二 十 二 日 経 済 産 業 大 臣 中 川 昭 一

〇 特 許 庁 告 示 第 二 号

工 業 所 有 権 に 関 す る 手 続 等 の 特 例 に 関 す る 法 律 （ 平 成 二 年 法 律 第 三 十 号 ） 第 三 十 六 条 第 二 項 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の よ う に 登 録 を 行 っ た の で 、 同 法 第 三 十 九 条 に お い て 準 用 す る 同 法 第 三 十 四 条 第 一 号 の

規 定 に 基 づ き 告 示 す る 。

平 成 十 七 年 三 月 二 十 二 日 特 許 庁 長 官 小 川 洋

〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 五 号

建 設 コ ン サ ル タ ン ト 登 録 規 程 （ 昭 和 五 十 二 年 建

設 省 告 示 第 七 百 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

す る 。
平 成 十 七 年 三 月 二 十 二 日

国 土 交 通 大 臣 北 側 一 雄

第 六 条 第 一 項 第 四 号 中 「 能 力 」 を 「 行 為 能 力 」

に 改 め る 。

様 式 第 ６ 号 記 ４ 中 「能力 」 を 「行為能力 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 告 示 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 六 号

地 質 調 査 業 者 登 録 規 程 （ 昭 和 五 十 二 年 建 設 省 告

示 第 七 百 十 八 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

平 成 十 七 年 三 月 二 十 二 日

国 土 交 通 大 臣 北 側 一 雄

第 六 条 第 一 項 第 四 号 中 「 能 力 」 を 「 行 為 能 力 」

に 改 め る 。

様 式 第 ６ 号 記 ４ 中 「能力 」 を 「行為能力 」 に 改

め る 。
附 則

こ の 告 示 は 、 平 成 十 七 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。
〇 国 土 交 通 省 告 示 第 三 百 七 号

土 地 収 用 法 （ 昭 和 二 十 六 年 法 律 第 二 百 十 九 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 二 十 条 の 規 定 に 基 づ き 事 業

の 認 定 を し た の で 、 次 の と お り 告 示 す る 。

平 成 十 七 年 三 月 二 十 二 日

国 土 交 通 大 臣 北 側 一 雄

第１ 起業者の名称 国土交通大臣
第２ 事業の種類 一般国道153号改築工事（足
助バイパス・愛知県東加茂郡足助町大字足助
字狭石地内から同町大字越田和字羽根地内ま
で）及びこれに伴う附帯工事

第３ 起業地
１ 収用の部分 愛知県東加茂郡足助町大字足
助字狭石、字細洞、字三本松、字落合、字中
根、字引陣、字石橋、字城山、字沢ノ上、字
蛇石、字沢ノ尻及び字木タ橋並びに大字越田
和字芳田、字前田、字西洞及び字羽根地内
２ 使用の部分 愛知県東加茂郡足助町大字足
助字落合、字木伐道、字鐘突、字御所山、字
後山、字中根、字城山、字岩崎、字沢ノ上及
び字蛇石並びに大字越田和字前田及び字西洞
地内

第４ 事業の認定をした理由
申請に係る事業は、以下のとおり、法第20

条各号の要件をすべて充足すると判断される
ため、事業の認定をしたものである。
１ 法第20条第１号の要件への適合性
申請に係る事業は、愛知県東加茂郡足助町
大字足助字成瀬地内から同町大字豊岡字日向
地内までの延長約4•0›の区間（以下「本件
区間」という。）を全体計画区間とする「一般
国道153号改築工事（足助バイパス）及びこ
れに伴う附帯工事」（以下「本件事業」という。）
のうち、上記の起業地に係る部分である。
本件事業のうち、「一般国道153号改築工事

（足助バイパス）」（以下「本体工事」という。）
は、道路法（昭和27年法律第180号）第３条
第２号の一般国道に関する事業であり、法第
３条第１号に掲げる道路法による道路に関す
る事業に該当する。
また、本体工事の施工に伴う附帯工事とし
て行う仮設道路設置工事については、法第３
条第35号に掲げる事業に該当する。
したがって、本件事業は、法第20条第１号
の要件を充足すると判断される。

２ 法第20条第２号の要件への適合性
一般国道の改築は、道路法第12条の規定に
より国土交通大臣が行うものとされており、
本件区間は、同法第13条第１項の指定区間に
該当し、同項の規定により指定区間内の管理
は国土交通大臣が行うものとされていること
から、起業者である国土交通大臣は、本件事
業を施行する権能を有すると認められる。
したがって、本件事業は、法第20条第２号
の要件を充足すると判断される。
３ 法第20条第３号の要件への適合性

\ 得られる公共の利益
一般国道153号は、愛知県名古屋市を起

点とし、豊田市、東加茂郡足助町、長野県
飯田市等を経て塩尻市に至る、名古屋都市
圏と長野県中南信地域とを結ぶ延長約
220›の重要な幹線道路である。
このうち、本件区間に係る一般国道153

号（以下「現道」という。）は、足助町にお
ける唯一の幹線道路であることから、地域
住民の日常生活等による利用が集中し、秋
の観光シーズンにおいては、紅葉の名所で
ある香嵐渓を目的地とする観光客の利用が
多い。また、名古屋都市圏と長野県中南信
地域の間を通過する高速自動車国道中央自
動車道西宮線（以下「西宮線」という。）に
おいて、恵那山トンネルが道路法第46条第
３項の規定による危険物積載車両の通行規
制区間となっていること等から、当該車両
等が西宮線を迂回して現道のある足助市街
地に流入し、通過交通と地域内交通がふく
そうしている状況にある。
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